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   庄内広域水道企業団災害復旧工事入札等実施要綱 

 

令和８年４月１日 

告示第７号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、庄内広域水道企業団（以下「企業団」という。）が発注する災害復旧

に係る建設工事（以下「災害復旧工事」という。）の請負契約において実施する一定の資

格要件を満たした者による一般競争入札（以下「災害復旧型一般競争入札」という。）等

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 災害復旧型一般競争入札の対象となる災害復旧工事は、予定価格２００万円を超

える土木一式工事等である災害復旧工事とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特に緊急を要するもの、施工上特殊な専門技術（特許工法等

を含む。）を必要とするもの等随意契約によるべき災害復旧工事及び第６条に規定する入

札参加者の資格以外の条件を付す必要がある災害復旧工事については、災害復旧型一般

競争入札の対象としない。 

（入札の公告等） 

第３条 企業長は、災害復旧型一般競争入札を実施するときは、庄内広域水道企業団契約に

関する規程（令和８年企業団企業管理規程第６号。以下「規程」という。）第１５条の規

定により公告するとともに、その周知を図るものとする。 

（予定価格の公表） 

第４条 企業長は、予定価格を入札公告時に入札公告書により公告するものとする。 

（最低制限価格） 

第５条 企業長は、災害復旧型一般競争入札においては、地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１６７条の１０第２項の規定による最低制限価格を設けないものとする。 

（入札参加者の資格） 

第６条 災害復旧型一般競争入札に参加することができる者は、次に掲げる条件を満たす

者でなければならない。 

 （１）規程第２７条第２項に規定する競争入札参加者名簿に登録されている者であること。 

 （２）鶴岡市、酒田市又は庄内町に本店を有する者であること。 

 （３）建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の規定により土木一式工事等

に係る建設業の許可を受けていること。 

 （４）契約締結予定日に有効な土木一式工事等に係る建設業法第２７条の２３第１項の規

定による経営事項審査を受けていること。 

 （５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項の規定に該当しないこと。 
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 （６）庄内広域水道企業団競争入札参加資格者指名停止要綱（令和８年企業団告示第１２

号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

 （７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により更正手続開始の申立てがな

されている者（更生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）の規定により再生手続開始の申立てがなされている者（再生

手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 （８）入札参加資格確認申請書の提出の日から当該工事の工期までの間に、庄内広域水道

企業団建設工事請負契約約款第４９条第１項第１１号の規定に該当しない者である

こと。 

第７条 災害復旧型一般競争入札については、庄内広域水道企業団入札等参加者審査委員

会規程（令和８年企業団企業管理規程第７号）に規定する審査会は要しないものとする。 

（入札参加資格の確認申請書等の提出） 

第８条 災害復旧型一般競争入札への参加を希望する者は、当該工事ごとに災害復旧型一

般競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）２部及び必要書類（以下「確認申請書等」

という。）を所定の期日までに企業長に提出しなければならない。 

（入札参加資格の確認） 

第９条 入札参加資格の有無は、契約検査室長が確認を行うものとする。 

２ 入札参加資格があると認めた場合は前条の申請書１部に受付印を押印し、提出者に返

却する。 

３ 入札参加資格がないと認めた場合は、入札参加資格のうち要件を満たさない項目及び

要件を満たさない理由を口頭又は書面により通知するとともに、当該理由についての説

明を求めることができる旨を教示するものとする。 

４ 入札参加資格がないと認められた者は、所定の期日までに、企業長に対して、入札参加

資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 

５ 企業長は、前項の規定により説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。 

（設計図書等の閲覧及び配付） 

第１０条 企業長は、当該災害復旧工事に係る設計図書等（以下「設計図書等」という。）

を閲覧に供するものとする。ただし、必要と認めるときは、別に定める方法により希望者

に交付するものとする。 

２ 入札参加資格があると認められた者は、設計図書等に関し質問があるときは、所定の期

日までに設計図書に関する質問書を企業長に提出するものとする。 

３ 企業長は、前項の質問書を受理したときは、質問者に設計図書に関する回答書により回

答するとともに、質問及び回答の内容を閲覧に供するものとする。 

（入札の無効） 

第１１条 入札参加資格のない者又は虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する

条件に違反した入札は、無効とする。 
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（入札保証金及び契約保証金） 

第１２条 入札保証金及び契約保証金は、規程第３条の規定による。 

（入札者がないとき） 

第１３条 第３条の規定により公告したにもかかわらず入札者がいないときは、地方自治

法施行令第１６７条の２第１項第８号による随意契約に移行するものとする。ただし、設

計図書等の見直しを必要とする場合はこの限りではない。 

（契約を希望する者の資格） 

第１４条 前条により契約を希望する者（以下「見積参加者」という。）の資格は、第６条

（第２号を除く。）に規定する入札参加者の資格とする。 

（見積参加者の公募） 

第１５条 企業長は、第１３条本文の規定により契約を締結しようとするときは、次に掲げ

る事項を一般に周知せしめるような適当な方法によって公告し、見積参加者を募るもの

とする。 

 （１）見積参加者の資格 

 （２）見積書（様式第２号）の提出場所及び提出期限 

 （３）設計図書等 

 （４）予定価格（第４条の規定により公告した額と同額） 

 （５）工期は協議のうえ決定する旨 

 （６）契約の相手方の決定方法 

（見積書の提出） 

第１６条 見積参加者は、予定価格の範囲内の見積書を企業長に提出しなければならない。 

（その他） 

第１７条 この告示に定めのない事項については、企業長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


